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令和元年 11 月 11 日 

 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

豊川市開発ビル株式会社の清算に向けた取り組みについて(通知) 

令和元年度１０月２１日付けの民事調停法１７条の規定による調停に代わる決定

について、期日までに、当事者全員により異議申し立てがなく、下記のとおり確定し

ました。 

 

記 
 

１ 当事者  

申立人 豊川市開発ビル株式会社 

  相手方 豊川市、豊川信用金庫及びユニー株式会社 

 

２ １７条決定確定日 

  令和元年１１日７日 
 

３ 効力 

  決定内容は、裁判上の和解と同一の効力を有します。 

 

４ その他 

  今後、１７条決定のために必要な予算を精査し、１２月定例会中日に、補正予算

を上程することを予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


